
す。空き家の発生を未然に防ぐために、二世帯、三世帯が同居することを掛川市として

推奨していく必要があります。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   資料編8

●賃貸用の住宅は供給過多傾向

　平成25年住宅・土地統計調査によれば、掛川市の空き家のほとんどは、賃貸用の住

宅、共同住宅です。平成10年から住宅総数は、世帯数を上回った状態であることから

も、常に空き家が発生している状態であり、賃貸用の住宅が供給過多であると判断でき

ます。

　掛川市においても、賃貸用の住宅の空き家が管理放棄され、外部不経済をもたらす

問題は、現実のものとなっています。

　賃貸用の住宅のストックが過剰になりやすい背景には、税制問題（保有税の軽減措

置、相続税対策）があります。供給主体の大半を占める個人にとって、賃貸用住宅建

設が節税策として有効な手段となっていることが、供給過剰をもたらす要因となって

います。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　資料編３、9

●中心市街地における空き店舗、空き地問題

　中心市街地には、空き店舗や空き地が年々増加し、歩行者の通行量は減少している

現状があります。

　商店街には、高度経済成長期に店舗併用住宅として建築されたものが多く、既に老

朽化しています。生活様式の変化に伴い、所有者が郊外に移住、後継者が居ないこと

により「住宅」「店舗」ともに使用されず空き店舗となっている、というケースが多

く見受けられます。また、一般的に所有者が第三者への賃貸を望まないケースも多く、

空き店舗を解消するためには、所有者への啓発が重要であるといえます。

　大規模な平面駐車場や空き店舗、空き地を放置することは、市の「顔」とも言える

中心市街地のさらなる衰退を招いてしまいます。活気ある掛川市を取り戻すためにも、

それらの土地の有効活用が必須となります。空き店舗、空き地の抑制に加え、まちな

かのにぎわい創出、交流人口促進策　として、居住・都市機能の集約を図るため、空

き地、空き店舗の所有者に対する取り組みが求められます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　資料編13、14

※ 交流人口促進策

　掛川市は、交流人口を以下の3つに分類して促進策を展開します。

　（1）掛川市内に通勤・通学、観光及びレジャー等を目的に訪れる「来訪人口」

　（2）来訪から宿泊を伴い、一時的に掛川市内に留まる「滞在人口」

　（3）県外・市外から移住・定住する「定住人口」�

※
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　前述のとおり、外部不経済の発生源である空き家は、空き家そのものが問題ではな

く、空き家が放置され、老朽化することで地区・地域の魅力が低下し、周辺に多大な

影響を与えることが問題なのです。例えば、空き家の敷地内にごみが不法投棄され、

雑草が繁茂しているとします。すると、周辺の景観を阻害するだけでなく、害獣や放

火の危険性が高まるなどの治安悪化を招きます。これらは、地区・地域のイメージ、

活力低下を招く恐れがあります。

　空き家から発生する外部不経済を解消して「負の連鎖」を断ち切り、適切な対応（除

却、活用等）を図ることで、地区・地域の魅力・価値を向上させ、ブランド化等の「正

の連鎖」に転換させる取り組みが必要なのです。

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

図 2�-2　外部不経済の波及効果

負の連鎖

さらなる人口減少

生活利便性の低下 就労機会の減少

空き家の発生

治安悪化

生活利便
施設減少

小学校の統合

公共交通
撤退・縮小

地区・地域活動
衰退

地区・地域の魅力
の低下

地区・地域の魅力
の機能低下

サービス水準の低下

人口減少

正の連鎖

地区・地域の
魅力創出

地区・地域コミュニティ
維持・向上

地区・地域
マネジメント

まちづくり
マネジメント

就労機会
維持・向上

生活利便性
維持・向上

サービス水準
維持・向上

空き家減少

生活利便
施設維持

中学校区学園化構想の
一層の推進

公共交通
水準維持

地区・地域活動
維持

治安維持

抑制活用 抑制活用

抑制活用抑制活用

空き家
抑制・活用

正の連鎖

地区・地域の
魅力創出

地区・地域コミュニティ
維持・向上

地区・地域
マネジメント

まちづくり
マネジメント

就労機会
維持・向上

生活利便性
維持・向上

サービス水準
維持・向上

空き家減少

生活利便
施設維持

小学校数
維持

公共交通
水準維持

地区・地域活動
維持

治安維持

抑制活用 抑制活用

抑制活用抑制活用

空き家
抑制・活用

図 2�-3　空き家の抑制・活用を起因とした「正の連鎖」
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2.2  まちづくりマネジメント

「魅力創出」「ブランド化」「活性化」に向けた空き家活用

（1）外部不経済による「負の連鎖」の解消と転換

　人口減少は、自治会等の住民組織の担い手が不足による共助機能が低下のほか、地

区・地域住民で構成される消防団員の減少による防災力低下の懸念等、地区・地域コ

ミュニティに大きな影響を及ぼします。子どもの減少による学校存続の危惧も起こり、

若年層の減少は、地区・地域の歴史や伝統文化の継承を困難にして、お祭りのような

伝統行事の継続が難しくなる事態を引き起こしかねません。

　住民の地区・地域活動が縮小することによって住民同士の交流の機会が減少し、地

区・地域のにぎわいや地区・地域への愛着が失われてしまうこともありえます。また、

生活への影響として、商店街にシャッターが下りたままの店舗が増えるなど、生活利

便性の低下や地区・地域の魅力の低下により、さらなる人口減少を招くという悪循環

に陥ること等が考えられます。

　人口減少を起因とする外部不経済は、さらなる人口減少や地区・地域の魅力低下等

を招き、「負の連鎖」につながります。

図 2�-1　人口減少を起因とした外部不経済による「負の連鎖」

負の連鎖

空き家の発生

地区・地域活動
衰退

人口減少 就労機会の減少

治安悪化

生活利便
施設減少

地区・地域の魅力
の低下

サービス水準の低下

さらなる人口減少

学校存続の危惧

公共交通
撤退・縮小

地区・地域
コミュニティ機能低下

生活利便性の低下
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（2） 「まちづくりマネジメント」の推進

　空き家の問題は、所有者だけの問題ではなく、各地区・地域の問題・課題としてとら

え、地区・地域全体で対策を講じることが必要です。

　地区・地域での空き家の対策（活用）は、その地区・地域の価値向上につながり、近

隣の別の空き家にも入居者が見つかるといった波及効果も期待できます。

　こうした各地区・地域での価値向上の取り組みが、市内全域に広がれば、掛川市全

体のブランド化（「正の連鎖」）につながります。

　また、空き家の活用を二地域居住や移住・定住の受け皿として、同一生活圏に属す

る中東遠志太榛原地域と連携して取り組むことは有効性が高く、高次都市機能の誘致

や雇用創出等の連鎖効果を生み出すことが期待されます。

図 2�-5　まちづくりマネジメントの概念

地区・地域マネジメント（各地区・地域単位）

まちづくりマネジメント（掛川市単位）

広域連携マネジメント

（中東遠志太榛原地域）
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　空き家の活用は、リノベーションすることが目的ではなく、いかにして「活用・育

てる」かが重要となります。地区・地域の将来像や目標があってこその空き家の活用

であり、それぞれの地区・地域が主体となったマネジメントが必要になります。

　例えば、地区・地域に単身高齢者世帯が多い場合には、空き家を高齢者交流サロン

として活用したり、子育て世代が不足している場合は、子育て世代を積極的に呼び込

むために、空き家を子育て支援施設として活用するなど、地区・地域において不足し

ている機能を補うマネジメントを行い、価値を向上につなげます。

図 2�-4　地区・地域資源としての空き家の活用
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地域・地域資源

就労機会維持・向上

サービス水準維持・向上



●『新しい公共論』
　まちづくりマネジメント=タスクフォース×ご近所の底力×行政

　空き家問題は、様々な要因により発生しており従来の発想＝信託論では解決できま

せん。

　これまでの公共、民間といった二分論ではなく 「公共の担い手は、行政だけではな

い」という意味での『新しい公共論』に基づき、多種多様な専門的な知識を有するタ

スクフォース（民間専門家組織）構築により推進を図ります。

　公共は市役所が担うという考え方が、市役所依存主義、市役所お任せ主義となり、

空き家問題の解決も市役所の責任で、市役所の経費で解決してほしいという考えが強

く、その考え方からの脱却です。

　当然、市役所も空き家問題を解決するために真摯に取り組みますが、新たな公共領

域であるNPO、地区、地域組織にも空き家問題の当事者として活躍してもらうという

ことです。

　多種多様な公共主体が、地区・地域づくり、まちづくりの観点から、空き家問題を

捉え考えてもらうことです。

　これが、「掛川市空家等対策計画」で基本理念として掲げる、空き家問題は都市の

政策課題であり、「まちづくりマネジメント」として推進するということです。

　特に、掛川市では、空き家や特定空家等が発生してから解決を図る「解消対策」では

不十分であると考え、空き家を根底から発生させない「予防対策」がむしろ重要である

と考えます。

　虫歯に例えれば、歯自体に手を加えるのではなく、その発生原因である歯垢を取り

除くことです。この対策こそが「新たな公共論」に基づく多種多様な専門家組織である

タスクフォースと地区・地域であるご近所の底力、行政の連携により、相続、無資力

高齢、遠方等の理由で放置されている空き家マネジメントが必要となるのです。

全国で、約170とも200とも存在しているといわれる「空き家バンク」ですが、その9割

が地方自治体によって運営されています。各地域における空き家情報を提供し、物件

所有者と入居者とを紹介させるサービスです。独自活動として、一定期間の移住体験

や宅建業者による仲介サポート、助成金制度等を実施しているようですが、解消対策

として組織された「空き家バンク」では、取り扱う空き家は、耐震基準に満たない物件

や利便性の悪い地理に位置する非流通空き家であり、供給過多であり時間経過ととも

に特定空家等になってしまい、根本的な問題解決までには至りません。

　そこで、掛川市では、敢えて「空き家バンク」を選択せず、地元民間専門家組織＝タ

スクフォースの組織によって、特定空家等の除却をはじめ、比較的品質の良い状態の

物件やライフスタイルに合わせたりリノベーションによる非流通空き家の価値共創に

よる活用、地区・地域との連携による空き家予備軍対策など、「解消対策」と「予防対

策」を平行して機動力ある組織を主体に問題解決の推進を図ることとしました。

空き家バンクを選択しない
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2.3  協働のまちづくり「新しい公共論」

専門家組織の活用と“ご近所”との連携

　空き家の問題は、単純ではなく、専門的な知識を要することから、タスクフォース

（民間専門家組織）が公的なサービスを担い、「ご近所の底力」である地区・地域と連

携をしながら問題の解決を図っていきます。その際、公共の担い手は行政だけはないと

いう意味での「新しい公共論」の考え方を基本に空家等対策の推進体制を構築していき

ます。

　タスクフォース（民間専門家組織）が行う活動は、特定空家等の所有者との交渉によ

り、除却の承諾を得ること、活用等の方向性を決定する公的サービスの範囲と、除却後

の土地に関する仲介、買い取り、管理等の組織メンバーの個々の事業収益につながる

私的サービスの範囲の双方を包括した活動を行います。

図 2-�7　新たな公共領域

図 2�-6　従来の公共領域と民間領域

行政

民間

▲

▲

▲ ▲
私的
サービス
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公的
サービス
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従来の公共領域

　・空き家：管理適正化指導

新たな公共領域

「タスクフォース」

　（民間専門家組織）

民間領域

　・中古住宅の流通支援

　・特定空家：法的措置

行政

民間

▲

▲

▲ ▲
私的
サービス
利益

公的
サービス
利益
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【空家等対策の3R】

　循環型社会を構築するためのキーワードとして「3R」がありますが、空家等対策に

ついても「住まい教育」の観点から同様の取り組みが考えられます。環境の3Rは、

「Reduce（リデュース）：ごみの量を減らすこと」「Reuse（リユース）：繰り返し使

うこと」「Recycle（リサイクル）：資源や製品として再び利用すること」の3段階の取

り組みにより循環型社会の形成を図るとしています。

　空き家における3Rは、「Reduce：未然に防いで空き家の発生を減らす（予防）」

「Renovate：空き家を修繕して活用する（活用）」「Remove：空き家を除却する（除

却）」と言い換えることができます。

　掛川市では、空き家版3Rの推進による『特定空家等「０(ゼロ)」のまち』をめざします。

図 2-�8　空き家版3Ｒ

未然に防いで空き家の発生を減らす

空き家を修繕して活用空き家を除却する

予防

特定空家等 「０」 のまち

除却 活用

Reduceリデュース

Remove
リムーブ

Renovate
リノベート

ゼロ
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2.4  住まい教育の推進

問題解決の前に、問題の発生防止を

　空家等対策には、空き家そのものを解消する「解消対策」と空き家の発生を防止する

「予防対策」の２つが考えられます。しかし、空き家が発生してから解決を図る「解

消対策」では対策として不十分であり、空き家を根底から発生させない「予防対策」

がより重要となります。

　予防とは、「空き家になる住宅を減らす」「空き家の発生を防ぐ」という考え方で、

「発生原因を取り除く」ことに主眼が置かれています。虫歯の予防で例えると、歯自

体に手を加えるのではなく、その発生原因である歯垢を取り除くことがこれに当たりま

す。

　空き家の発生原因は、所有者個人の問題をはじめ、建物自体に起因するものや法制

度上の問題等、様々であることから、空家等対策にも学習・教育的概念として「住ま

い教育」を推進し、空き家の発生を未然に防ぐ取り組みを進めていきます。

　「住まい教育」としては、住まい・住まい方の意識改革、若者（大学生等）家守制

度を促進します。

【空き家の発生原因】

　なぜ、空き家が生まれるのか。その要因としては以下の４つが考えられます。

●法律・制度に起因する要因

　住宅総量規制がないこと、コンパクトシティ構想に従った都市再編への規制・誘導

をしていないことや、外部不経済が発生している住宅でも、壊さないほうが有利な固

定資産税制度であること等の法制度に関する要因。

●空き家の流通に関する要因

　新築志向が高く、空き家の売買・賃貸が不動産ビジネス（中古市場）として成立しに

くいこと、不動産活用の総合的窓口がないなどの空き家の流通に関する要因。

●空き家の管理に関する要因

　行政介入の困難性、地区・地域管理の困難性等の空き家の管理に関する要因。

●所有者意識に関する要因

　家屋への愛着や、外部不経済の発生源を所有するリスク管理の欠如等、所有者意識

に関する要因。
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